
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

事業の概要
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①食料品の物価高
騰に対する特別加算

高浜市保育所等給食費軽減対策支
援事業（R7.11～R8.3）

①　物価高騰に直面する事業者（民間保育所等）及び公立保育園利用保護者の給食に係る経費負担を軽減する。
②　対象事業者への給食費負担軽減補助金及び、公立保育園給食費の値上げ分還付
③対象期間：令和7年11月～令和8年3月
　＜民間保育所等＞補助単価：児童1人あたり170円×　対象期間の給食食数分（ 122,369食）＝補助総額：20,803千円
補助の内、県負担分（2/3）：13,868千円、市負担分：6,935千円
　＜公立保育園＞値上額700円／月・人×対象人数（延べ215人）＝151千円
④対象施設（市内民間保育所（７施設）・民間認定こども園（3施設）・民間小規模保育事業所（2施設）の事業者及び公立
保育園（1施設）に通う児童の保護者（副食費支払者）
※なお、補助対象として教職員については含まれておりません。

R7.11 R8.3

2

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

小中学校給食費物価高騰支援対策
事業

①　物価高騰に直面する事業者（民間保育所等）の給食における価格高騰分を補助することで、事業者や保護者の負担
を軽減する。
②　給食費の増額分に対する負担軽減補助金
③（小学校）令和7年度生徒数見込（児童のみ）
　　466,611食×97円＝45,261,267円（R7.4月分～R8.2月分）
　 （中学校）令和7年度生徒数見込（生徒のみ）
　　239,019食×104円＝24,857,976円（R7.4月分～R8.2月分）
④　対象施設（小学校5施設、中学校2施設）に通う児童・生徒の保護者
※なお、教職員分については補助対象に含まれておりません。

R7.4 R8.2

3

②エネルギー・食料
品価格等の物価高
騰に伴う子育て世帯
支援

高浜市保育所等給食費軽減対策支
援事業

①　物価高騰に直面する事業者（民間保育所等）及び公立保育園利用保護者の給食に係る経費負担を軽減する。
②　対象事業者への給食費負担軽減補助金及び、公立保育園給食費の値上げ分還付
③対象期間：令和7年4～令和7年10月
　＜民間保育所等＞補助単価：児童1人あたり100円　×　対象期間の給食食数分（186,831食）＝補助総額：18,684千円
補助の内、県負担分（3ヶ月分のみ　2/3）：5,361千円、市負担分：13,323千円
　＜公立保育園＞値上額700円／月・人×対象人数（延べ266人）＝186,200円
④対象施設（市内民間保育所（７施設）・民間認定こども園（3施設）・民間小規模保育事業所（2施設）の事業者及び公立
保育園（1施設）に通う児童の保護者（副食費支払者）
※なお、補助対象として教職員については含まれておりません。

R7.4 R7.10
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